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「利益相反」について

　表題のことについて、７月開催の教授会において審議了承され、７月２４日
付けでポリシー等が施行されました。
　また、先日開催されました教授会において、医学部臨床研究利益相反委員会
設置の確認がなされました。
　
　このことにより、臨床研究を行う際は、該当の倫理審査委員会（医学部倫理
委員会、治験審査委員会(IRB)等)の審査と併せて利益相反審査に係る申告書等
の提出が必要となりました。


　つきましては、貴管下の臨床研究に携わる方に対し周知くださいますよう、
よろしくお願いいたします。

　なお、詳細については、別添ファイルをご覧ください。

＜添付ファイル＞
１．利益相反ポリシー.doc
２．利益相反マネージメント方針.doc
３．利益相反委員会規程.doc
４．利益相反分科委員会申合せ.doc
５．利益相反審査手順.doc
６．利益相反審査流れ図.xls

　
　※本件については、７月２７日付け医学部長名で各教員宛に通知したところ
　　ではありますが、重ねて周知をお願いするものです。

